
法人顧問契約のご案内
わたしたちが選ばれる 5つの特徴

予防法務01
法的問題が生じてから弁護士を探そうとすると、手
間や時間がかかるうえ、信頼できる弁護士をすぐに
見つけられるとは限りません。顧問弁護士がいれば
法務に関する正確な知識や理解の補充、法律文献な
ど法務情報の提供など、電話やメールで日々の業務
に関する相談がいつでも気軽にできます。また、事
務所での相談や顧問先での訪問相談も優先的に対応
いたします。

適切な判断・迅速性02
顧問弁護士が継続的な相談を受けることにより、
顧問先の業界や会社内部の事情を把握することが
できるため、法的問題が生じた際には適切な判断
や迅速な解決が可能となります。また、夜間等に
想定外の事態が発生した場合や顧問弁護士との即
時の協議が必要な場合などに備えて、24時間365日
対応可能な緊急の連絡先をお伝えしております。

会社の信頼性の向上03
印刷物やホームページに顧問弁護士として氏名を記
載いただくことが可能となります。顧問弁護士の存
在を取引先の会社や従業員に示すことは、企業とし
て法令遵守の意識を持っていることを内外に示すこ
とにつながり、ひいては会社の信頼を獲得できます。
また、不当請求を受けることの予防にもなります。

福利厚生04
会社の経営上の相談のみならず、経営者様の個人的な
相談もお受けすることができます。また、プランによっ
ては役員・従業員の方やそのご家族の方からの個人的
な相談も受けることができ、役員・従業員に対する会
社の福利厚生として機能いたします（ただし、会社と
従業員の方との間の労働問題のように利益相反が生じ
るおそれがある場合など、ご相談をお受けできないこ
ともあります）。その他、セミナー・社員研修の開催や
講演の依頼などもお受けしております。

コ ス ト 削 減

05 お支払いいただく顧問料は税法上の経費として計上できます。また、会社の従業員のどなたからでも気軽に相談・
依頼することができ、法務担当の従業員を雇用する必要がなくなるため、従業員の雇用コストの削減にもつながり
ます。契約書作成等の手続費用が生じた際や、事件としてご依頼いただく際など、通常の費用から一定の割合を差
し引かせていただきます。

信頼できる弁護士
をお探しの企業様

わ たし たちは 適 切 な 判 断 、 迅 速な対応で企業の成長 を サ ポ ー ト い た し ま す
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契約プランのご案内

1 営業日以内の対応

印刷物やホームページへの顧問弁護士の表示

電話・メールでの相談

相談予約の優先的な受付

事務所での相談  ※1

顧問先での訪問相談  ※1

受付時間外の緊急連絡

役員・従業員の方やそのご家族からの相談

契約書のチェック

内容証明郵便

契約書作成等手続費用割引
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※１：通常の法律相談と同様，一回の相談につき最大で 60 分までとさせていただきます。  ※２：会社の規模や従業員数によって相談件数に制限を設けることがあります。
※３：契約書の内容が定型であるなど簡易なものに限らせていただきます。

個人顧問契約のご案内 税務申告業務のお知らせ
月額１万 1 千円（税込）からご契約できます。後見，遺言，相続，離婚などの準備を始めたい方，
個人事業主様やフリーランスでお仕事をされている方、マンション・アパート経営をしている方，
マスコミ対応を必要としている方などにおすすめです。事件受任の際の弁護士費用割引や，電話・
メールでのご相談，事務所でのご相談（月に１度），弁護士への緊急連絡方法の開示など，各種サー
ビスを受けることができます。

当事務所に所属する弁護士は，東京国税局及び関東信越国税局への通知をしており，税務申告業
務も行っております。税務申告業務のみ当事務所へ委託していただくことも可能ですが，顧問契
約とあわせてご契約いただくと，税務申告にかかる業務委託料を最大で３０％割引いたします。
詳しくはお問い合わせください。

わ たし たちは 適 切 な 判 断 、 迅 速な対応で企業の成長 を サ ポ ー ト い た し ま す

以下のプランは一例であり，ご相談のうえお客様に合った
プランをご提供いたします。

KTG グループサイト

https://ktg.jp/ KTGグループ 検索士業を中心とした
専門家集団 KTG GROUP

月額５万５千円
（税込）

月額８万８千円
（税込）

月額 11万円
（税込）

弁護士法人 KTG　浦和法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区東仲町 11-1 ステラ浦和 4 階

Tel 0120-910-243

社会保険労務士法人 KTG
埼玉県さいたま市浦和区東仲町 11-1 ステラ浦和 5 階

Tel 048-700-7076

司法書士法人KTG　浦和司法書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区東仲町 11-1 ステラ浦和 4 階

Tel 048-767-7085

弁護士法人KTG　高崎法律事務所
群馬県高崎市東町 187 番地 2 布施ビル 4 階

Tel 027-381-5195

司法書士法人KTG　高崎司法書士事務所
群馬県高崎市東町 187 番地 2 布施ビル 4 階

Tel 027-386-9604

KTG土地家屋調査士事務所
東京都板橋区上板橋 2 丁目 13 番 1-103 号

Tel 03-6324-8000

弁護士法人KTG　湘南藤沢法律事務所
神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-5-4 ISM 藤沢 4 階

Tel 0466-53-9710

司法書士法人KTG　湘南藤沢司法書士事務所
神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-5-4 ISM 藤沢 4 階

Tel 0466-53-9729

KTG 高崎行政書士事務所
群馬県高崎市東町 187 番地 2 布施ビル 4 階

Tel 027-386-9604 


